
令和２年の農作業事故死亡者数は 270 ⼈であり、前年（令和元年）と⽐べて 11 ⼈減少しています。⼀⽅で、従事者 10
万⼈当たりの死亡事故者数は 10.8 ⼈と過去 10 年間で最も⾼い⽔準となり、他産業との差は拡⼤傾向となっています。
年齢別にみると、65 歳以上の⾼齢者の割合が 85％を占め、引き続き、⾼い⽔準で推移しています。

令和２年の農作業事死亡事故を要因別にみると、「農業機械作業に係る事故」が 186 ⼈（68.9％）と⾼い状態が継続して
おり、農業機械作業の安全対策の強化が必要であることがわかります。農業機械作業に関連する事故のうち、乗⽤型ト
ラクターに係る事故が 81 ⼈と最多となっており、その中でも「機械の転落・転倒」による死亡者が 53 ⼈と最多である
ことから、乗⽤型トラクターの転落・転倒事故への対応が、引き続き、重要となっています。農業機械作業に関連する
事故については、乗⽤型トラクターのほか、歩⾏型トラクター、農⽤運搬⾞、⾃脱型コンバイン、動⼒防除機による死
亡事故が多い傾向にあります。

農作業安全の概況

農作業安全

農作業事故死亡者数の推移 農業従事者10万⼈当たり死亡者数の推移
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農作業事故が発⽣した場合、以下のような影響が⽣じます。

（１）⼼⾝への影響
・ 治療や後遺症による⾁体的なダメージ
・ ⾃分の過失に対する⼼理的・精神的なダメージ

（２）経営への影響
・ 治療費の負担、休職中や後遺症による収⼊減少・債務増加、代替労働⼒の確保、新たな機械の調達等による⾦銭的な

ダメージ
・ 作業能⼒の低下、代替労働⼒が確保できない場合の作業停滞等による事業継続へのダメージ

（３）地域農業への影響
・ 離農した場合、農地を引き受けてくれる担い⼿が確保できなければ、耕作放棄地が発⽣するといった地域の将来への

ダメージ

農作業安全
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農作業事故が発⽣しないよう、⽇頃から注意して業務に取り組みましょう。

農作業安全

乗⽤型トラクターにおける安全キャブ・フレーム及びシートベルトの重要性

・ 農作業死亡事故の最⼤の要因が乗⽤型トラクターの転落・転倒であり、そのための安全装置として安全キャブ、
安全フレームが装備されています。安全キャブ、安全フレームを適切に使⽤し、かつ、シートベルトを適切に
装着していれば、トラクターが転倒しても安全域が形成され、運転者が安全域に収まることになり、重⼤事故
を免れる確率が上がります。

・ 交通事故の統計データによると、事故総数に占める死亡事故の割合がシートベルト装着者では、3.2％なのに
対し、未装着者では 24.5％と約８倍に達しています。シートベルト未装着者の死亡事故における死亡要因をみ
ると、①⾞外部位（ボンネット、タイヤ）への衝突、②⾞外放出（結果、路⾯等と衝突）、③路⾯との衝突（運転
者は⾞内に⽌まっていた）の上位３つで 85％を占めており、被害軽減には、安全フレーム等の適正使⽤とシー
トベルトの装着が有効です。

農耕作業⽤特殊⾞乗員のシートベルト着⽤の有無ごとの死傷の状況
（平成27〜令和元年）
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農業現場は、他産業と⽐べて作業事故の発⽣率が⾼い傾向にあります。農業が継続して発展するためには、若者に未来
を託せる安全な職場にしなくてはなりません。

安全意識向上のためには、⽇々の農作業で安全を意識することが重要です。農林⽔産省では、農業者向けに⽇々留意し
て実⾏していただきたい事項を整理した「農林⽔産業・⾷品産業の作業安全のための規範」を策定しています。この規範は
これらの産業統⼀の基本的な考え⽅を整理した「共通規範」と、農業・林業などの分野ごとに具体的な事項を整理した「個
別規範」から構成されており、それぞれ「チェックシート」と「解説資料」を整理しています。

たとえば、「作業安全のためのルールや⼿順の遵守」について、①法令・ルール遵守、②取扱説明書の確認等、③服装・保
護具等着⽤、④健康状態管理など具体的に取り組むべき事項を整理しています。これらの取組事項についてチェックしな
がら、農業者が⾃らの取組の状況を点検することができます。

【参考】農林⽔産業・⾷品産業の作業安全のための規範
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen/kihan.html

農作業安全

農林⽔産業・⾷品産業の作業安全のための規範（個別規範︓農業）の活⽤

、
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農業機械・装置・⾞両の適切な整備と管理の実施

定期メンテナンス、点検記録等の作成1

定期メンテナンス、点検記録等の作成

農作業に使⽤する設備、機械・器具類等が故障、破損等していると、予定どお
り農作業を⾏うことができず経営的な問題が発⽣するのみならず、農作業中の
事故を引き起こす可能性があります。また、部品の脱落による農産物への⾦属
等の異物混⼊、オイル漏れ等による環境汚染、収穫物の汚染等による⾷品衛⽣
・ ⾷品安全上の問題にもつながりかねません。

そのため、機械・器具類の使⽤前または定期的に⾏う点検・整備や保管を適切に実施し、不具合を防⽌することが重要です
また、⼀連の管理作業を「農場のルール」として定め、農場全体で習慣化しましょう。

＜具体的な取組事例＞

・ 機械、装置等を⼀覧表に書き出し、運転⽇誌、点検・整備の記録（実施⽇、内容等）を作成し、記録に基づき適切に
管理することで確認漏れ、整備不良等を防⽌する。

・ 機械、装置等の使⽤前後には、防護カバー等の安全装置を含めて必ず点検を⾏い、衛⽣状態、安全装置、接合部の緩
み、オイル漏れがないこと等を確認する。異常がある場合は調整または修理をする等の必要な措置を⾏い、法令上義
務となっている事項等、指定された定期交換部品は必ず交換する。

・ 機械の掃除や修理を⾏う場合には、原則、機械を停⽌させる。
・ 機械、装置等の使⽤後は、適切に洗浄、拭き取り等して衛⽣的に管理する。
・ 機械を保管する際は、昇降部を下げてキーを抜く。盗難防⽌の観点から、機械、装置等を施錠できる倉庫に厳重に保

管する等の対策を講じる。

農作業安全

。
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農作業安全

配電器具の管理

配電器具等も農産物の管理のために重要な施設な
ので、破損等がないように、点検、修繕を⾏う。

機械の取扱注意事項の管理

機械の取扱注意事項の表⽰は、破損や汚れがない
ように管理し、始動前に指差し確認して事故防⽌
に努めます。

農業機械や設備の点検記録

農業機械や設備等の管理責任者を定め、定期的に
必要な点検を⾏う。点検⼿順を定め、点検を⾏っ
たことが確認できるようにし、点検忘れを防ぐた
めにも、点検記録を作成する。
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農作業安全

ケーススタディ

No. 具体例 想定される対策

1

トラクターの整備不良による事故、作
業の遅れが発⽣

・トラクターなど機械類は整備⼯場にメンテナンスを依頼
し、整備伝票を保管する。

・毎回、使⽤前点検を⾏う。

・使⽤後にも部品の脱落、接合部の緩み等がないことを点検
する。

・⾃ら点検した内容を記録する。

2
貯⽔タンクの点検漏れによる⽔の汚
染の発⽣

・設備のリストを作成し、点検の時期、内容についてスケ
ジュール管理する。

3
機械の使⽤前点検で異常を確認したも
のの、部品交換せずに使⽤し、作業者
が負傷

・機械の異常を確認した場合は、整備するまで使⽤しない。

4 機械の昇降部が急に下がって挟まれ、
作業者が負傷

・機械を保管する際は、昇降部を下げ、キーを抜く。
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作業環境の改善

事業主や家族従事者、雇⽤している作業者が作業中に事故にあえば、経営に深
刻なダメージを与えます。死亡や重傷事故が発⽣すれば、場合によっては、廃
業せざるを得ない事態になりかねません。

農作業事故の発⽣を防ぐためには、営農上に潜む危害要因（危険な場所・作業
・ もの・状態）や、危害の程度を把握し、それを踏まえた改善策を講じること
が重要です。⽇頃から作業⼿順、作業環境等についてチェックを⾏い、作業⽅
法の⾒直しや危険箇所の明⽰または改善を⾏っていく必要があります。

農場に被雇⽤者がいる場合、使⽤者（事業主＝農場経営者）には「労働安全衛⽣法」により労働者に対して労働災害を
防⽌する義務があります。「労働安全衛⽣法」は被雇⽤者のいない家族経営には適⽤されませんが、被雇⽤者のいる農場
同様に⾃⾝、家族の安全を守るための活動を⾏うことが、農場を継続するために必要です。

具体的な取組の流れは下記のようになります。

① ほ場地図など農場の基本情報を確認しながら農場内の危険な作業・危険な箇所、危険な機械・器具、危険物を抽出
② 過去の事故事例や農場内の事故経験などを参考に、労働災害の起こりやすさおよび健康に対する悪影響の程度を考慮

した労働安全に関する危害要因のリスク評価の実施
③ リスク評価に基づき、リスクが⾼いと評価された労働安全に関する危害要因を除去または低減するための対策（農場

のルール）を設定
④ 農場のルールの実施
⑤ 農場のルールの実施により労働安全に関する危害要因を除去または低減できているか検証を実施。適切に除去または

低減できていない場合には②からやり直し
⑥ ほ場・施設・機械の変更、⼯程の変更等が発⽣した場合は②からやり直し

またリスクを低減するための対策は、以下の 3 つを念頭に組み合せて⽴てます。

・ 事故が発⽣する確率を下げる。
・ 発⽣しても被害の範囲や影響度を⼩さくする。
・ 被害を補償、補塡、修繕する（リスクが⼩さい場合、もしくは⼤きすぎて⾃らの管理を超える場合に導⼊される）。

農作業安全

作業⽅法の改善1

危険箇所の表⽰2

農作業安全に配慮した適正な作業環境への改善
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農作業事故の減少に向けて、農作業安全のリスク管理に取り組むことが求められます。

＜具体的な取組事例＞

・ 作業⼿順、作業環境や危険箇所についてチェックを⾏い、作業⽅法の⾒直しや作業現場の改善、危険箇所の表⽰等を
関係者で情報共有しておく。

・ ほ場は、出⼊⼝について傾斜を緩く、幅を広くする。耕作道の曲がり⾓は隅切りにし、路肩や側溝はわかりやすくす
るために草刈りを⾏い、路肩が軟弱な場合は補強を⾏う。

・ ⾃ら所有していないほ場や公共の道路等のために改善できない場合は、危険箇所等に関する情報を従事者だけではな
く広く関係者と共有する。

・ 危険性の⾼い作業を⾏う場合は、作業者の負担軽減や危険な状況を知らせる補助者を配置する等、⼀⼈で作業を⾏わ
ないようにする。

・ やむを得ず⼀⼈で作業を⾏う場合には、作業内容や作業場所を家族等に伝えておく、携帯電話を必ず所持する等、事
故が発⽣した際の早期発⾒のために必要な措置を⾏う。

・ 作業委託を⾏う場合は、受託者に対して危険箇所や注意事項等について事前に説明し、事故防⽌に努める。
・ 事故が発⽣する可能性が⾼いと感じた「ヒヤリ・ハット」事例や軽微な事故事例は、危害要因を把握し、対策を講じ

ることができる貴重な情報である。事例の原因を分析し、迅速に必要な対策を講じることで再発防⽌や未然防⽌に役
⽴てることができる。また、これらを他の従事者と共有する。

農作業安全

危険な作業の例

作業ごとに、どのような事故が、どの程度の頻度
で発⽣するか検討し、事故を起こさないための作
業⼿順のルール化、事故が起こっても被害を軽く
するための装備等を整える。 ⾼さ制限を設定すべき事例

農産物の保管⽅法、保管の状態によっても、労働
安全上のリスクは⾼まる。資材等を積み上げる際
には、⾼さ制限を設ける等して、安全に作業でき
る環境を整える。
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農作業安全

電気柵の注意喚起

ひとつのリスクを下げるための活動（害獣の侵⼊
防⽌）は、他のリスクを⾼める（感電等の労働安
全上のリスク）こともある。農場内で新たな設備
を設ける、機械を導⼊する等を⾏ったら、必ずリ
スクを再評価し、⾼まったリスクを低減するため
の対策を講じる。

ケーススタディ

No. 具体例 想定される対策

1
トラクター等を傾斜地や段差のある危
険な場所で使⽤し、転倒事故が発⽣

⼗分な技量を持った者にのみ操作を許可する。
事故が起こりやすい危険な場所を事前に把握する。
物理的な障壁を設ける等、転落防⽌措置を講じる。

2

耕運機の操作ミスによる挟み込まれ事
故が発⽣

・⼗分な技量を持った者にのみ操作を許可する。
作業前に操作⽅法を再確認する。
危険な作業を禁⽌する。

・安全装置付き耕運機を導⼊する。

3

ほ場での⼀⼈作業の際に事故があり、
発⾒が遅れ重傷化

・全員がどこで、何をしているか把握する⽅法を決め、戻り
時間を決める。

・連絡⽅法と時間を決め、連絡がつかない場合の対処⽅法を
決める。

4
⾼温時に連続して作業を続けたため、
熱中症が発⽣

作業を中⽌する温度、湿度を決める。

・時間を決めて強制的に休憩を取り、⽔分や塩分を摂取する。

・
・
・

・
・

・
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農作業安全

5
⾵邪等での薬の服⽤によって眠気を催
した作業者が機械操作でミスし、事故
が発⽣

・
体調不良の者は配置換え、作業制限を⾏う。
服薬した場合の措置等を定める。

・体調等の記録を作成する。

6

⻑時間作業により体⼒・集中⼒が低下
し操作ミスにより事故が発⽣

・作業時間のルールを定める。
機械操作時間の上限設定、交代要員の確保、適宜交代、適

・宜休憩を実施する。

7

農産物や廃棄物の運搬時に、積載可能
重量を超過した状態で公道を⾛⾏し、
交通事故が発⽣

・積載可能重量を把握し、周知する。

・過積載⾛⾏を禁⽌する。

保護具の着⽤3

保護具の着⽤

作業に適した服装や保護具の適切な着⽤は、作業事故から従事者の⾝を守るために不可⽋です。農作業時に適切な保護具
・ 服装を着⽤していないと、作業事故の原因となることや、ケガや障害の程度を悪化させることがあります。また、適
切な保護具・服装であっても、正しく装着しないと機能が発揮されません。袖⼝をしっかり締める、ヘルメットのあごひ
もを締めるなど、適切に装着しましょう。

使⽤する機械の説明書には、必要な保護装備が記載されていますので、これらを確認し、事故の発⽣を防ぎ、事故が発
⽣した場合でも被害を⼩さくできるようにします。

作業内容や作業環境に応じ、安全に配慮した服装や保護具等の着⽤をルール化し、すべての従事者が正しく着⽤または
装着する必要があります。加えて、保護具は、その機能が維持されているか、使⽤前後の点検、⽇常の保守管理も実施
する必要があります。

＜具体的な取組事例＞

・ 転倒、転落、落下物等の危険性のある場所での作業や、道路⾛⾏時におけるヘルメットの着⽤
・ ⾶散物が当たる危険性のある場所における、フェイスガード、保護めがね等の着⽤
・ ⾶散物、突起物の踏み抜き等のおそれがある作業時における、安全靴、すね当て等の着⽤
・ 機械の使⽤に際しては、回転部に頭髪や⾐類等が巻き込まれないよう、髪の⽑をまとめる、帽⼦をかぶる、袖⼝をし

っかり締めるなど、髪型・服装にも⼗分注意する

・

・
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・ ⾼所作業時における、ヘルメット、滑りにくい靴、命綱等の着⽤
・ 粉塵のある作業場所における、防塵めがねや防塵マスク等の着⽤
・ ⼤きな騒⾳が発⽣する場所での作業時のイヤーマフ等の着⽤
・ ⻑時間の振動にさらされる刈払機等による作業時の防振⼿袋等の着⽤
・ 重量物を扱う場所での安全靴、サポートスーツ等の補助装具の着⽤
・ 寒暖差が激しい場所での防寒着、耐熱装備の着⽤
・ 防除作業時における、作業⾐、マスク等の着⽤と洗浄、保管
・ 刈払機を使⽤する際のフェイスガードやエプロン、安全靴、防振⼿袋などの着⽤
・ ⾃脱型コンバインで⼿こぎをする際、⼿袋を着⽤しないなど、適切な保護具の着脱の実施

「労働安全衛⽣法」では、作業者の安全、健康を守るため、事業者が遵守すべき事項を定めています。これらも参考に、
⾃らの農場の取組を整備します。

農作業安全

適切な装備の準備

危険な作業に従事する場合は、相応しい装備を整
える。保護装備にも、その能⼒を保証できる期限
があるので、確認する。

農場における周知

防護装備を徹底するため、必要な場所に掲⽰等で
周知する。

刈払機使⽤時の服装及び保護具の例
（出典：( 独）国⺠⽣活センター資料「刈払機（草刈機）の使い⽅に注意」)
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農作業安全

ケーススタディ

No. 具体例 想定される対策

1

フォークリフト操作時にヘルメットを
着⽤せず頭部のケガが発⽣

・機械の操作時に必要な服装・装備の⼀覧を作成し、装着を
徹底する。

・定期的に装着⽅法を確認する。

・装備の重要性について教育を実施する。

2

機械の操作時に袖⼝が巻き込まれケガ
が発⽣

・機械の操作時に必要な服装・装備の⼀覧を作成し、装着を
徹底する。
定期的に装着⽅法を確認する。

・作業前に適切な服装であることを指差し呼称により確認す
る。

・装備の重要性について教育を実施する。

3

傾斜地での刈払い作業時に、履物が不
適切で転倒事故が発⽣

・作業時にスパイク付き安全靴を装備する。
作業前に適切な装備であることを指差し呼称により確認す
る。

・装備の重要性について教育を実施する。

4

粉塵が発⽣する清掃作業に⻑期間従事
し、粉塵アレルギーを発症

・清掃作業も危険な作業であることを認識し、作業に相応し
い装備を定める。

・作業前に適切な装備であることを指差し呼称により確認す
る。

・装備の重要性について教育を実施する。

農業機械等の適正な使⽤4

農業機械等の適正な使⽤

農業機械や器具等を誤った⽅法で使⽤すると作業事故を引き起こしかねません。機械等の操作に従事する際には、取扱
説明書の確認等を通じて、当該機械等の危険性や適正な使⽤⽅法を理解することが重要です。

・

・
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農作業安全

取扱説明書等により農業機械等の適正な使⽤⽅法や注意・禁⽌事項を確認・整理するとともに、こうした情報を販売店
等から積極的に⼊⼿し、農業機械等を使⽤する可能性のある従事者全員に周知します。

特に、農業機械等を初めて使⽤する時や更新する際に事故が発⽣しやすいことから、適正な使⽤⽅法等を必ず確認し、
従事者への周知を徹底する必要があります。

＜具体的な取組事例＞

・ 農業機械の⽬的外使⽤をしない。
・ 安全装置の無効化や取り外し等の改造をしない。
・ 緊急時に備えて、機械の動⼒遮断⽅法、エンジン停⽌⽅法を確認する。
・ 機械の始動、運転時には、周囲をよく確認し、付近に⼈を近づけないようにする。
・ 機械の回転部分の詰まり等を除去する際は、エンジンを停⽌し、回転部分の停⽌を確認する。
・ 歩⾏型トラクターの後進発進時に、エンジン回転数の減速、進⾏⽅向への障害物を確認する。

【農業機械の適切な使⽤例（乗⽤型トラクターの場合）】
乗⽤型トラクターを操作する際は、以下に注意し、安全に操作しましょう。

・ 機械の転倒、転落による事故に備え、安全キャブまたは安全フレームが装備された乗⽤型トラクターを使⽤し、必ず
シートベルトを着⽤する。

・ 機械を始動するときには、前後左右をよく確認し、付近に⼈を近づけない。
・ エンジンの始動は、必ず運転席に座り、変速カバー、PTO 変速レバー、各種操作レバーの位置が中位にあり、駐⾞ブ

レーキがかかっていることを確認した上で⾏う。
・ 左右独⽴ブレーキの付いた機械は、移動⾛⾏、登降坂、畔越え時、左右のブレーキペダルを連結する。
・ 急な下り坂において、⾛⾏クラッチを切る、変速を中⽴にするなどの⾛⾏は⾏わない。
・ 道路⾛⾏時は、作業灯を消灯する。
・ 作業機を着脱する際には、作業機と本機の間や作業機の下に⼊らない。作業機にスタンド等が付いている場合は、必

ずスタンド等を使⽤して安定させた状態で⾏う。
・ 補助作業者を必要とする機械作業では、作業者の体格や体⼒を考慮して、作業負担が過重とならないよう作業速度等

を調整する。
・ 機械から離れるときには、作業機を下げ、エンジンを⽌め、駐⾞ブレーキをかけ、鍵を抜く。
・ 機械への乗降は、機械を背にして⾏わない。また、ステップを踏み外さないように注意する。
・ 必ず運転席に座って運転し、座席や乗⾞位置以外のところに⼈を乗せない。補助作業者が乗⾞する場合は、転落防⽌

ガードやチェーンをかけて作業する。
・ 運転時、急旋回、急発進、急停⽌はしない。また、作業中に機械から⾶び降りたり、クローラーに⾜を掛けて乗り降

りしたりしない。
・ 作業機への巻き付き、詰まり等を除去する際には、必ずエンジンを⽌め、作業部分の停⽌を確認した上で⾏う。 ま

た、油圧式の昇降部を上げている場合は、必ず昇降部落下防⽌装置を作動させておく。
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乗⽤型トラクターの安全域

トラクター死亡事故の最⼤要因である転落・転倒
の際、乗員を守るための安全キャブ・フレームは、
シートベルトを装着してはじめて⼗分な効果を発
揮する。

乗⽤型トラクターの⽚ブレーキ

路上での移動の際、左右ブレーキの連結を忘れる
と、ブレーキの⽚効きによる急旋回が発⽣する可
能性がある。

ケーススタディ

No. 具体例 想定される対策

1
道路⾛⾏等、乗⽤型トラクター移動時
に左右ブレーキを連結せず、⽚ブレー
キによる急旋回が転落事故を誘発

・機械類は使⽤前に説明書、注意書きをよく読んでから使⽤
する。

・作業時以外は左右ブレーキを連結することについて、作業
者への教育を徹底する。

・⽚ブレーキ防⽌装置を搭載したトラクターの導⼊を検討す
る。

2
点検しやすいようカバーを外して機械
を稼働したことにより、巻き込み事故
が発⽣

カバー類や安全装置は取り外したり解除したりしない。

・安全装置が外されていないか、機能するか、定期的に点検
する。

3

狭⼩区間に侵⼊するためにトラクター
の安全フレームを取り外し、この状態
で転落したことで⾞両の下敷きになる
事故が発⽣

・安全フレーム等の安全装置は取り外さない。また、安全装
置が外されていないか、機能するか、定期的に点検する。

・適切なサイズの機械・器具を⽤意し、使⽤する。

・使⽤する機械に合わせて作業現場を改善する。

・
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【化学肥料の使⽤量低減】

□ 肥料の適正な保管

□ 肥料の使⽤状況等の記録を保存

□ 有機物の施⽤
（堆肥や有機質肥料の利⽤、緑肥・作物残渣のすき込み等）

□ 作物特性やデータに基づく施肥設計
（簡易⼟壌診断、前作の収量等）

【温室効果ガス・廃棄物の排出削減】

□ 電気・燃料の使⽤状況の記録を保存

□ 温室効果ガスの排出削減に資する技術の導⼊
（省エネに留意した適切な農業機械・装置・⾞両の使⽤、農場由来の温室
効果ガス削減、ほ場への炭素貯留等）

□ 廃棄物の削減や適正な処理（プラスチック等の資材の使⽤量⼜は排出量削
減や廃棄の際の処分の適正化）

【農作業安全】

□ 農業機械・装置・⾞両の適切な整備と管理の実施
（定期メンテナンス、点検記録作成等）

□ 農作業安全に配慮した適正な作業環境への改善（作業⽅法の改善や危険箇
所の表⽰、保護具の着⽤、機械・器具の操作⽅法確認等）

【化学農薬の使⽤量低減】

□ 農薬の適正な使⽤・保管

□ 農薬の使⽤状況等の記録を保存

□ 病害⾍・雑草が発⽣しにくい⽣産条件の整備
（健全種苗の使⽤、病害⾍の発⽣源除去等）

□ 病害⾍・雑草の発⽣状況を把握した上での防除要否及びタイミングの判断
（発⽣予察情報の活⽤による防除等）

□ 多様な防除⽅法（防除資材、使⽤⽅法）を活⽤した防除
（物理防除・⽣物防除の活⽤等）

みどりのチェックシート
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